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独立行政法人医薬品医療機器総合機構海外事務所会計事務取扱実施細則 

 

令和６年６月 25 日 

細 則 第 ５ 号 

 

改正 令和７年３月２６日細則第２５号 

令和７年５月２０日細則第 ５ 号 

令和８年３月２日細則第１３号 

 

 

 

（通則） 

第１条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機構」という。）が、独立

行政法人医薬品医療機器総合機構組織規程（平成16年規程第１号）に基づき海外

に設置する事務所（以下、「海外事務所」という。）における独立行政法人医薬

品医療機器総合機構会計規程（平成16年規程第７号。以下「規程」という。）の

実施については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構会計規程実施細則（平成

16年細則第１号。以下「会計規程実施細則」という。）によるほか、この細則の

定めるところによる。 

  なお、システム（会計システムその他機構が使用する業務システムをいう。以

下同じ。）により管理する帳簿等については、この細則に規定する様式の各欄に

掲げる事項を当該システムで明確に判別できるように記録する場合には、当該シ

ステムから抽出した電子文書（文書管理規程第２条第８項に規定する電磁的記録

をいう。）をもって当該様式に代えることができる。 

 

（資金前渡出納役） 

第２条 理事長は、海外事務所を設置するにあたっては、規程第５条の２の規定に

基づき資金前渡出納役を置くものとし、これには海外事務所長をもって充てるも

のとする。 

２ 資金前渡出納役は、ATC・二国間協力部（以下、「担当部」という。）、財務

管理部等と連携しながら、海外事務所において適切な経理事務を実施する。 

３ 資金前渡出納役は、機構において契約担当役、出納役その他会計機関が担う事

務や義務について理解し、会計事務の透明性の確保及び権限の範囲には特に留意

しなければならない。 

 

（資金前渡執行計画の作成） 

第３条 資金前渡出納役は、海外事務所の資金前渡執行計画を規程第14条の予算実

施計画に準じて毎事業年度開始前に作成し、それに従って予算執行しなければな

らない。 

 

（帳簿等の管理） 

第４条 資金前渡出納役は、「収支簿」及び「コーポレートカード利用届」を規程

第10条に規定する帳簿として扱い、管理するものとする。 
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２ 「収支簿」及び「コーポレートカード利用届」は別表１及び別表２を利用する

ものとする。 

 

第５条 資金前渡出納役は、「契約・支払決議書」を規程第11条に規定する伝票と

して扱い、管理するものとする。 

２ 「契約・支払決議書」は別表３を利用するものとする。 

３ 「契約・支払決議書」は、「収支簿」または「コーポレートカード利用届」の

項目に合わせて作成するものとする。 

４ 伝票（契約・支払決議書）の証拠書類は、規程11条第２項に規定する契約書、

請求書、領収書、納品書その他の会計伝票の正当性を立証する書類として、次の

点に留意し、必要な書類を添付して保管するものとする。 

(1) 適正な組織決定、手続き等がなされた記録を残すための書類 

(2) 契約の内容を確認するための書類 

(3) 契約にかかる金額が記載され、契約締結前に費用を把握するための書類 

(4) 契約が履行されたことを示すための書類 

(5) 実際に請求された金額が記載された書類 

(6) 職員が立て替えた場合に、それを証明できる書類 

 

（資金前渡請求） 

第６条 海外事務所の資金前渡請求書は、別表４のとおりとする。 

２ 資金前渡出納役は、支払に必要な資金として機構から海外事務所の口座へ送金

を求める場合、担当部を通じて財務管理部へ資金前渡請求書を提出するものとす

る。 

 

（月次決算） 

第７条 資金前渡出納役は、月毎に「収支簿」を口座ごとに作成し、担当部を通じ

て翌月10日までに財務管理部へ提出しなければならない。 

２ 「収支簿」には、取引銀行が発行する月末時点の取引記録及び残高が確認でき

る書類（オンラインバンキング出力画面や通帳等も可）を添付するものとする。 

 

（調達契約手続等） 

第８条 規程第５条の２第２項の規定により資金前渡出納役がその権限下で行え

るのは、１件税込300万円以下の調達契約とする。ただし、１件税込100万円以上

の調達については、担当部長までの決裁を経た上で実施するものとする。 

２ 前項の範囲を超える案件については機構での調達契約手続きを経た上で行わ

なければならない。 

 

（調達手法） 

第９条 資金前渡出納役が、駐在地で物品等の調達を行う場合であって、規程第５

条の２第３項で準用する規程第40条第２項の規定を受けた会計規程実施細則第

34条(9)（外国での契約）に該当する場合は、１件税込300万円以下の金額での随

意契約にて調達を行うことができる。 
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第10条 資金前渡出納役は、300万円以下の調達においては契約書の作成を省略で

きる。省略した場合、業者への発注内容を定める書類は仕様書になるため、仕様

書又はこれに準じた書類を作成するものとする。 

２ 仕様書の言語表記については、日本語版を原則（機構の証拠書類として扱う）

とし、必要に応じて現地語版（機構としては参考資料の位置づけ）も作成する。 

３ 仕様書に準じた書類に基づく契約については、当該資料が「資金前渡出納役が

当該契約の締結を決定するにあたり判断材料となる書類」であるとともに、「契

約締結後に履行された内容に問題がないかを確認するための書類」にもなるとい

う点に留意する。 

４ 資金前渡出納役は、作成した仕様書を業者に提示し見積書の作成を依頼するも

のとする。原則２者以上から見積書を取り寄せなければならない。 

 

第11条 資金前渡出納役は、300万円以下の調達においては予定価格の設定を省略

できる。ただし、海外事務所において、300万円超の調達を行う場合は、契約担

当役が予定価格を定めなければならない。資金前渡出納役は、担当部を通じて仕

様書と見積書（２者分）を提示した上で財務管理部契約課に作成を依頼する。 

 

（支払手続） 

第12条 資金前渡出納役は、原則機構名義の口座振込又は小切手により支払を行う。 

２ 前項の規定にかかわらず次の各号については、海外事務所が管理するコーポレ

ートカードの使用も可能とする。使用にあたっては、支払いを希望する職員にお

いて「コーポレートカード利用届」を作成し、使用後は、月次報告での添付に足

るよう事務所において領収証等の証拠書類と共に適切に保管しなければならな

い。 

(1) 旅費等の交通費（宿泊費含む。） 

(2) 会議費 

(3) 学会参加費（資料代等を含む。） 

(4) 図書購入費 

(5) 消耗品及び備品 

(6) 通信運搬費 

(7) 保険料 

(8) 緊急を要する経費 

(9) 上記のほか、業務上やむを得ない場合にあってコーポレートカードを使用す

る場合は、あらかじめ財務管理部長の了解を得るものとする。 

３ 資金前渡出納役は、支払にあたっては、相手先から領収証書又はこれに準ずる

証票を受け取るものとする。 

４ 支払は原則、検収後払いとする。 

 

第13条 資金前渡出納役は、規程第32条第１項に規定する経費のほか同条第２項の

規定による理事長の承認を受けた経費として次の一及び二の経費は前金払をす

ることができるものとし、三の経費は前金払又は概算払をすることができるもの

とする。 

(1) 事務機器等の借料 

(2) 駐在地の国内企業から調達する物品等の代金 



 

 

4 

 

(3) その他海外事務所における経費の性質上又は業務運営上必要があると財務管

理部⻑が認めた経費 

 

第14条 海外事務所の在外職員等は、第12条による支払いができないなど業務上や

むを得ない場合にあっては、次の各号の経費について担当部長の承認を受けて立

替払を行うことができる。 

(1) 会議費 

(2) 学会参加費（資料代等を含む。10万円未満に限る。） 

(3) 図書購入費（10万円未満に限る。） 

(4) 消耗品（２万円未満に限る。） 

(5) 通信運搬費（２万円未満に限る。） 

(6) 保険料（２万円未満に限る。） 

(7) 緊急を要する経費 

 

（金銭等の管理） 

第15条 原則として、海外事務所内に現金は保有しないこととする。特別な事情に

より現金を保有する必要が生じた場合には、担当部を通じて財務管理部長へ協議

のうえ、了承を得なければならない。 

２ 現金を保有する場合、その残高を毎日実査し、帳簿残高と照合する。 

３ 現金残高の実査に用いる様式は、担当部を通じて財務管理部から入手する。 

４ 現金は、厳重な鍵のかかる容器に保管しなければならない。 

５ 資金前渡出納役は、善良な管理者の注意を怠り、その保管に係る現金等を亡失

し又はき損したときは、規程第７条に基づきその損害を弁償する責任を負う可能

性がある点に留意する。 

 

第16条 預金は、毎月末に取引銀行の記録と帳簿残高の照合を行い、期末に銀行の

預金残高証明書を徴収し、その記録と帳簿残高の照合を行わなければならない。 

２ 毎月末に参照する「取引銀行の記録」については、銀行が発行する残高が確認

できる書類（オンラインバンキング出力画面や通帳等も可）とし、預金残高証明

書である必要はない。 

３ なお、預金残高証明書の徴収（期末のみ）にあたり、期末が銀行の営業日でな

かった場合は、期中の最終営業日の預金残高証明書を求める（翌期の初営業日で

はない点に留意する。）。 

 

（資産等の管理） 

第17条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構物品管理実施細則（平成16年細則第

７号）別表第２の資産を取得した場合には、資金前渡出納役は、物品供用役を通

じて財産管理役へ報告しなければならない。 

 

（外貨を換算する際のレート） 

第18条 月次決算等の会計処理にあたり外貨を換算する際のレートは原則として

以下のとおり適用するものとする。 

 (1) 外貨口座での取引：前月末日のTTMレート 

 (2) 本邦からの海外送金：送金時に適用されたレート 
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（監督及び検査） 

第19条 資金前渡出納役は、前渡資金に係る経理の適正を確保するため、必要な監

督及び検査をしなければならない。 

 

（その他） 

第20条 この要領に定めるもののほか、海外事務所の会計事務に関し必要な事項に

ついては、別に定める。 

 

 

附 則 

 この細則は、令和６年７月１日から施行する。 

 

附 則（令和７年３月 26 日細則第 25 号） 

この細則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和７年５月 20 日細則第５号） 

この細則は、令和７年５月 20 日から施行する。 

 

附 則（令和８年３月２日細則第 13 号） 

この細則は、令和８年３月３日から施行する。 

 


